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性質上介護保険特別会計の運営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費を一般会計より繰出しすることにより、
地域住民の介護福祉を増進させる。

今後も、介護保険事務の更なる効率化を図るとともに、介護予防事業の推進による介護給付費の抑制に努め、繰出金
の縮減に向けて取り組んでいく。
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特別会計について、独立採算の原則を念頭に経営の一層の効率化を図り、適正な繰出しに努める。
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性質上介護保険特別会計の運営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費を一般会計より繰出しする。
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今後も、介護保険事務の更なる効率化を図るとともに、介護予防事業の推進による介護給付費の抑制に努め、繰出金
の縮減に向けて取り組んでいく。
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事業：介護保険特別会計繰出金                                

１．介護保険特別会計への繰出し 

介護保険は、高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など介護ニーズが増大する一方で、

核家族化の進行や介護する家族の高齢化など要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況の変化に対応するため、 

高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして創設された。 

この介護保険制度は、各市町村が保険者となる仕組みであるが、その主な財源として、被保険者からの保険料、

国庫支出金、府支出金、一般会計からの繰入金などが挙げられる。当該事業からは、介護保険特別会計※繰出金と

して、介護保険事務に従事する職員給与等及びその事務の執行に要する経費、介護給付費に係るもの、介護予防事

業や包括的支援事業及び任意事業に係るものなどについてその所要額の繰出しを行った。 

 

  ※ 介護保険特別会計 

 ･･･介護保険事業の収支を経理するために設けられた特別会計。介護保険料、国及び府の支出金、市の一般会計 

からの繰入金を主な歳入とし、介護給付費（介護サービス費の保険負担分）を主な歳出とする。 

 

細事業：介護保険特別会計繰出金                             

１．介護保険特別会計繰出金の算出方法 

平成２５年度においては、下記のとおり繰出しを行った。 

＜職員給与費等分＞        （単位：千円）  ＜介護認定審査会等事業分＞    （単位：千円） 

区  分 金  額  区  分 金  額 

督促手数料等（Ａ） ３，３９１  地域福祉・子育て支援交付金（Ｃ） ６０ 

賦課徴収人件費等（Ｂ） １６２，０６８  介護認定審査会事業等（Ｄ） ８８，７７３ 

① （Ｂ）－（Ａ） １５８，６７７  ② （Ｄ）－（Ｃ） ８８，７１３ 

 

＜介護給付費分＞         （単位：千円）  ＜地域支援事業（介護予防）分＞    （単位：千円） 

区  分 金  額  区  分 金  額 

第３者行為損害賠償金等（Ｅ） ２３  高齢者介護予防事業等（Ｇ） ２２，１４５ 

介護給付費（Ｆ） ８，１７５，７１５  高齢者介護予防普及推進（Ｈ） １１，９３９ 

③ （（Ｆ）－（Ｅ））×12.5％ １，０２１，９６１  ④ （（Ｇ）＋（Ｈ））×12.5％ ４，２６１ 

 

＜地域支援事業（包括的支援・任意事業）分＞ （単位：千円）   

区  分 金  額 

地域包括支援センター運営事業（Ｉ） ８１，７６５ 

家族介護支援事業（Ｊ） ７３３ 

地域高齢者支援事業（Ｋ） ９，８３０ 

⑤ （（Ｉ）+（Ｊ）+（Ｋ））×19.75％ １８，２３５ 

  

  平成２４年度分繰入金精算額 ⑥ ： １１７千円   

 

① + ② + ③ + ④ + ⑤ ＋ ⑥  

      ＝ １，２９１，９６４千円    介護保険特別会計繰出金 

 


